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第 ５ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２３年５月１９日（木）午後２時００分 

 

場      所  津市一志庁舎 ２階 大会議室 

 

出 席 部 会 委 員  25大井
お お い

 一司
か ず し

・26笠井
か さ い

 克己
か つ み

・27鈴木
す ず き

 照
てる

正
まさ

・28田口
た ぐ ち

 慶則
よしのり

 

29堀川
ほりかわ

 忠
ただ

重
しげ

・30諸戸
も ろ と

 善
よし

昭
あき

・31田中
た な か

 竹
たけ

次
つぐ

・32長谷川
は せ が わ

 博
ひろし

 

33守山
もりやま

 孝之
たかゆき

・35池田
い け だ

 昌司
ま さ し

・36森田
も り た

 正孝
まさたか

・37赤堀
あかほり

 嘉夫
よ し お

 

38中川
なかがわ

 和雄
か ず お

・39萩野
は ぎ の

 忠司
た だ し

・40向田
むかいだ

 忠
ただ

美
み

・42片
かた

岡
おか

 眞
まさ

郁
いく

 

48渡邊
わたなべ

 晃一
てるかず

   

以上１７名 

欠 席 委 員  な し 

 

出席部会員外委員  会長 野田 悟・34 浅井 競  

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  飯田事務局長・藤井調整担当参事・草深次長・ 

 

          内藤調整担当主幹・中西主査 

 

総 合 支 所  久居：加賀主査 一志：片山担当主幹 白山：木下担当副主幹 

          美杉：松永主査  

 

議 事 録 署 名 者  ２６番 笠井
か さ い

 克己
か つ み

・ ３６番 森田
も り た

 正孝
まさたか

 

 

事      項 

 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 

 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有権移転） 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・所有権移転） 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・賃貸借権） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

（農業委員会許可・使用貸借） 

議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定に

ついて ＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 

 

議  長   それでは、第５回第２農地部会を開会させていただきます。片岡委員と渡邊

委員が少し遅れてみえるそうですので、よろしくお願いします。 

       議事に入ります前に、議事録署名者を私の方から指名させていただきます。

２６番 笠井
か さ い

 克己
か つ み

・３６番 森田
も り た

 正孝
まさたか

 委員、よろしくお願いします。 

       本部会に付議されました議案につきましては、事前に通知いたしましたとお

りでございますので、よろしくお願いします。 

       まず始めに、会長の専決事項の報告に入ります。報告第１号から第４号につ

きましては事務局から一括して報告願います。 

 

事 務 局   それでは、議案書の１ページをお願いいたします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知についてでございま

す。 

       番号１、地区 久居 借り人      貸し人     、申請地 新家

町字西川原   番 、台帳地目・現況地目ともに田、面積 １，３４０㎡。 

       これにつきましては、農用地利用権設定を貸し人、借り人の双方の合意に基

づき解約をしたものであります。以上２番から１０番についても、同じく利用

権設定を合意解約したものであります。以上、件数は１０件で、合計面積１３，

１３６㎡、その内訳は田でございます。 

 

       ２ページをお願いします。報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定によ

る届出についてでございます。 

       番号１、地区 久居、届出者       、届出地 久居井戸山町字奥ノ

谷   番、外１筆。台帳地目 田、現況地目 畑、面積７９０㎡、合計面積 

９６５㎡。取得年月日 平成２３年１月１５日、取得事由     から相続。

あっせん等の希望はございません。 

       以上、件数は１件で、合計面積 ９６５㎡、内容は田でございます。 

 

       ３ページをお願いします。報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定に

よる届出（所有権移転）についてでございます。 

       番号１、地区 久居、受人      、渡人     、申請地 戸木町

字西鼓    番、外１筆、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積 ３８６

㎡、合計面積 ８５２㎡。 

       これにつきましては、工業団地造成により農地として利用できなくなり、隣

接する    から駐車場及び資材置場用地として賃貸の依頼があり、無断で

転用したものであり、今回、工業団地内で緑地帯を設けることになっているこ

とから、当該申請地を緑地用地として転用するものです。始末書の提出があり

ますので追認するものです。 

       以上、件数は１件で、合計面積 ８５２㎡、内容は田でございます。 

 

       ４ページをお願いします。報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定に

よる届出について（使用貸借）でございます。 

       番号１、地区 久居、借り人    ・   、貸し人    ・   、

申請地 川方町字寺丸田   番 、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積 

２１０㎡。 
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       これにつきましては、平成１７年から貸駐車場として利用しておりました当

該申請地へ、借人である   ・   の居宅を、隣接地の宅地と一体利用し

て建築するもので、建築面積は、６５．０８㎡でございます。 

       始末書の提出がありますので追認するものでございます。 

       以上、件数は１件で、合計面積 ２１０㎡、内容は畑でございます。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局から報告がありましたとおりでございます

ので、よろしくお願いいたします。 

       次に、議案事項に入らせていただきます。議案第１号 農地法第３条の規定

による許可申請について（農業委員会許可・所有権移転）を議題とします。事

務局、説明願います。 

 

事 務 局   ５ページをお願いいたします。議案第１号 農地法第３条の規定による許可

申請について（農業委員会許可・所有権移転）でございます。 

       番号１ 地区 久居、受人      、面積 ４５，３７０．３０㎡、渡

人、    、面積 ４５，３７０．３０㎡、申請地 牧町字前田  番 、

外７筆、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １，２６６㎡、合計面積 ５，８

６４㎡。 

       これにつきましては、渡人である     は高齢であり、受人である息子

の    へ生前部分贈与をするものでございます。 

       番号２ 地区 久居、受人    、面積 １４１，０８１㎡、渡人、   、

面積 ５，１２３㎡、申請地 川方町字城の越   番、台帳地目・現況地目

とも田、合計面積 ４００㎡。 

       これにつきましては、渡人である   は、労力不足により営農拡大を希望

する受人である   に譲渡するものでございます。 

       番号３ 地区 久居、受人    、面積 141.81 ㎡、渡人、   、面積 

１０，３８３㎡、申請地 川方町字城の越   番、台帳地目・現況地目とも

田、合計面積 ６１８㎡。 

       これにつきましては、渡人である   が所有する当該申請地は、他の自作

地から離れており耕作不便であるため、営農拡大を希望する受人である   、

に譲渡するものでございます。 

      番号４ 地区 久居、受人      、面積 １９，４５７．１９㎡、渡

人     、面積 ２１３．５４㎡、申請地 川方町字棚田   番 、台

帳地目・現況地目とも田、合計面積 ３．５４㎡。 

       これにつきましては、渡人である   が所有する当該申請地は、面積が狭

く作業効率が悪いため、営農拡大を希望する受人であり、隣接地を耕作する松

岡 克也に譲渡するものでございます。 

       番号５ 地区 栗葉、受人    、面積 ６，６７４㎡、渡人     、

面積 ３，４５８．６１㎡、申請地 稲葉町字稲里   番  、台帳地目・

現況地目とも畑、合計面積 ３３０㎡。 

       これにつきましては、渡人である   は高齢で後継者がなく、耕作が困難

になってきたため、営農拡大を希望する受人であり、隣接地を耕作する   に

譲渡するものでございます。 

       番号６ 地区 大三、受人    、面積 １２１，８６１㎡、渡人    、

面積 ２７２㎡、申請地 白山町二本木字小道   番、台帳地目・現況地目

とも田、合計面積 ３５１㎡。 
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       これにつきましては、渡人である   は、高齢で耕作が困難になってきた

ため、営農拡大を希望する受人であり、隣接地を耕作する   に譲渡するも

のでございます。 

       番号７ 地区 下多気、受人    、面積 ２，４９８㎡、渡人    、

面積 １，０８２㎡、申請地 美杉町下多気字漆   番 、台帳地目・現況

地目とも田、合計面積 １，０８２㎡。 

       これにつきましては、渡人    は、遠方に居住のため、営農拡大しよう

とする受人の   に譲渡するものであります。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局の説明がありましたが、現地に立ち会ってい

ただきました地元委員のご意見を伺いします。１番からお願いします。 

 

田口委員   ２８番 田口です。１番から４番の件ですが、事務局から説明をいただいた

とおりでございます。よろしくお願いいたします。 

        

議  長  ありがとうございます。次、５番についてよろしくお願いします。 

 

鈴木委員   ２７番 鈴木
す ず き

です。３月１４日の日に役員と事務局２名の方と現地確認に行

ってまいりました。この方の土地は、上稲葉にありまして県道亀山・白山線の

道路沿いです。受け人であります  さんも、久居元町の住所になっています

けども、もとはその地区の稲葉町の出身ですので、その元の家が、その土地の

隣に建っておりますので、何ら問題はないと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 

議  長   ありがとうございます。６番お願いします。 

 

森田委員   ３６番 森田
も り た

です。５月９日午後から、職員２名と地元委員３名で現地確認

をさせていただきました。場所は、近鉄線の   がございまして、それと並

行しておる国道１６５号線のところから川口に向けて県道二本木・御衣田線   

がございます。それをずっと川口に向いて行くと、三重県の     がある

んですが、その少し手前の西側へ４００メートルぐらいいったところで場所が

ございます。事務局より説明していただいたとおりでございますので、どうぞ

よろしくお願いします。 

       以上です。 

 

議  長   ありがとうございます。７番お願いします。 

 

向田委員   ４０番 向田
むかいだ

です。５月１２日担当者と確認させていただきました。事務局

説明のとおりでございます。よろしくお願いします。 

 

議  長   ただいま地元委員の説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いしま

す。よろしいですか。 

       それでは、お諮りいたします。 

       ただいま審議をいただきました議案第１号について、これにご異議ございま

せんか。 
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部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については許可することに決定し

たいと思います。よろしくお願いします。 

       続きまして、議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可）を議題します。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   ６ページをお願いいたします。議案第２号 農地法第４条第１項の規定によ

る許可申請について（農業委員会許可）でございます。 

       番号１、地区 竹原、申請者 亡き    、相続人      、    

 、    、申請地 美杉町竹原見栗    番、台帳地目・現況地目 山

林、面積 ３２０㎡、ほか一筆で合計４９５㎡、第２種農地でございます。 

       これにつきましては、農業用水の確保が難しくなったことから    が死

亡した昭和５６年１１月以前に杉３００本を植林したものであります。始末書

の提出がありますので追認しようとするものでございます。 

       以上、件数は１件で、４９５㎡、この内訳は、田が３２０㎡、畑が１７５㎡

でございます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局の説明がありましたが、現地に立ち会ってい

ただきました地元委員のご意見を伺いします。１番お願いします。 

 

萩野委員   ３９番 萩野でございます。１２日の日に事務局の方と現地に向かいまして、

この辺にあると案内してもらいました。私も６０年近く前には行ったことがあ

るんですけども、その後、本当に有名な、私らが小さいころに遠足で行った所

で、本当に石碑が大量に残っておりました。その現場を見て、ただ感無量にな

ったんでございますが、この報告どおりでございますのでよろしくお願いしま

す。 

 

議  長   事務局説明がございましたが、皆さん方のご意見を伺います。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りさせていただきます。議案第２号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号は許可いたします。 

       引き続きまして、議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて（農業委員会許可・所有権移転）を議題といたします。事務局、説明願

います。 
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事 務 局   ７ページをお願いいたします。議案第３号 農地法第５条第１項の規定によ

る許可申請について（農業委員会許可・所有権移転）でございます。 

       番号１、地区 家城、受人    、渡人      、申請地 白山町南

家城川久保    番 、台帳地目 畑・現況地目 墓地、面積 ４８３㎡、

第２種農地でございます。 

       これにつきましては、平成８年３月の土地改良事業にあわせて     の

斎場が建設され、渡人である     が所有する当該申請地を、受人である

宗教法人   が墓地の区域を拡張して利用し、現在に至っております。始末

書の提出がありますので追認しようとするものでございます。 

       また、墓地の区域の変更につきましては、他法令である墓地等変更許可申請

を同時に環境保全課に提出しております。 

       以上、件数は１件で、４８３㎡、その内訳は、畑でございます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局の報告がありましたが、現地に立ち会ってい

ただきました地元委員のご意見をお伺いします。 

 

浅井委員   ３４番 浅井でございます。９日の日に事務局２名、地元委員３名、５名で

現地の確認を行いました。場所は、先月説明させてもらいました  の火葬場

の地続きにございます。申請内容につきましては、事務局の説明どおりでござ

います。何ら問題はないと思いますのでよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。ただいま地元委員より説明がございましたが、皆さ

ん方のご意見をお伺いします。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りします。ただいま審議をいただきました

議案第３号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号を許可いたします。 

       続きまして、議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・使用貸借）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   ８ページをお願いいたします。議案第４号 農地法第５条第１項の規定によ

る許可申請について（農業委員会許可・使用貸借）でございます。 

       番号１、地区 大三、借り人     株式会社 代表取締役      、

貸し人      、申請地 白山町三ヶ野上広北野    番 、台帳地目・

現況地目とも畑、面積 ７５５㎡のうち９０㎡、農業振興地域内農用地でござ

います。 

       これにつきましては、携帯電話基地局予定地の周辺が山林であるため、貸人

である      が所有する当該申請地を、借人である    株式会社が

基地局設置工事に伴う作業ヤードとして３カ月間賃貸借権を設定しようとする

ものでございます。 
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       以上、件数は１件で、９０㎡、その内訳は、畑でございます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、現地に立ち会って

いただきました地元委員のご意見をお伺いします。 

 

森田委員   ３６番 森田
も り た

です。去る５月９日午後から事務局員２名と地元委員３名、５

名で現地確認をさせていただきました。場所につきましては、国道１６５号線、

久居から向かって来て、白山へ入り一番急な坂道、三ケ野のというところで、

      とそれから       があると思うんですが、その中間ぐら

いの東側へ２００メートルぐらいいったところでございます。場所につきまし

ては。ドコモの基地局設置工事に伴う一時的な作業ヤードでございまして、内

容につきましては、事務局説明とおりでございまして、ご審議よろしくお願い

いたします。 

 

議  長   ありがとうございました。地元委員より説明がございましたが、皆さん方の

ご意見をお伺いします。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りいたします。ただいま審議をいただきま

した議案第４号について、許可したいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号を許可いたします。 

       続きまして、議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（農業委員会許可・使用貸借）を議題とします。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   ９ページをお願いいたします。議案第５号 農地法第５条第１項の規定によ

る許可申請について（農業委員会許可・使用貸借）でございます。 

       番号１、地区 大三、借り人      、貸し人      、申請地 白

山町岡里中   番 、台帳地目・現況地目とも 畑、面積 ７４㎡、第二種

でございます。 

       これにつきましては、借り人である    が居宅を新築する際に、東側に

進入用道路しかなく不便であるため、貸し人である    が所有する当該申

請地は西側に位置するため、これを借り受け、進入用道路を設置するものでご

ざいます。 

       以上、件数は１件で、７４㎡、その内訳は、畑でございます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、立ち会っていただ

きました地元委員のご意見をお伺いします。 
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森田委員   ３６番 森田です。５月９日午後、事務局員２名、地元委員３名、５名で現

地確認させていただきました。場所につきましては、グリーンロードと国道１

６５号線へぶつかりまして、その交差点から大阪向いて約６００メートルのと

ころ。ちょうど道路の  付近です。そこの道路の   でございます。説明

につきましては事務局説明のとおりでございます。ご審議していただきますよ

うよろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さん方のご意見をお伺いします。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りいたします。ただいま審議をいただきま

した議案第５号について、許可したいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号を許可いたします。 

       続きまして、別表とお伝えいたしました議案第６号 農業経営基盤強化促進

法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定について＜別冊＞を議題と

します。事務局、説明願います。 

 

事 務 局   議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定についてでございます。 

       別冊の表紙を１枚めくっていただきたいと思います。 

       久居地区は新規３件、再設定２件、所有権移転３件、合計８件でございます。

面積は１万９，３７２㎡でございます。 

       一志地区は新規２１件、再設定１９件、所有権移転１件、合計４１件でござ

  います。面積は田が６万９，４１６㎡、畑は４，６９６㎡、合計面積７万４，

  １１２㎡でございます。 

       白山地区は新規が２件、再設定５件、所有権移転１件、合計８件でございま

  す。面積は田で１万３，０１０㎡でございます。 

       美杉地区は、今回該当ございません。 

       合計件数５７件、内訳といたしまして、新規２６件、再設定２６件、所有権

  移転５件でございます。合計面積、田が１０万１，７９７㎡、畑４，６９６㎡、

  総計面積１０万６，４９３㎡でございます。このうち、認定農業者蓄積状況で

  ございますが２１件で、面積は６万８，３７３㎡でございます。 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局より説明がありましたが、皆さん方のご意見

をお伺いします。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   よろしいですか。それでは、お諮りいたします。ただいま審議をいただきま

した議案第６号について、ご異議ございませんか。 
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部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第６号については適正であると認め、市

長に進達することといたします。 

       これで、議案はすべて終了しました。 

 

これをもちまして、第５回 第２農地部会を閉会します。 

 

                             午後３時３０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

上記は、第５回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

 平成２３年５月１９日 

 

                       議  長              

 

                       出席委員              

 

                       出席委員              

 

 

 

 

 


